
個別計量集合住宅認定の申請：給水装置所有者は、
奈良県広域水道企業団企業長（以下、「企業長」という。）に
以下の書類を２部提出する。

１．個別計量集合住宅認定申請書（様式第1号）
２．建築物の位置図
３．管理用メーター以下の給水装置図
４．各戸等のメーターが容易に計量・取替可能であることを示す写真（A4用紙に印刷）
５．現在入居状況（様式第2号）
６．各戸等のメーターが容易に計量・取替可能であることを示す写真（A4用紙に印刷）代理人が申請手続きをする場合は、委任状
７．その他企業長が必要と認める書類

　　　　　　　　　　認定、不認定の判断を行うため現地確認を行う。

“個別計量集合住宅認定通知書”（様式第3号）により通知する。　
個別計量は、認定時点ではなく契約締結後に開始する。
認定ができないと判定された場合は、必要な対応を行った上再申請する。

認定を受けた給水装置所有者は、以下の書類一式を提出し、企業長と
“個別計量集合住宅の水道料金等徴収に関する契約”を締結する。

（提出書類等に不備がある場合や水道料金に未納がある場合は手続き不可。）

１．“個別計量集合住宅の水道料金等徴収に関する契約書”（様式第4号） ２部
２．“給水装置管理者選任（変更）届”（様式第5号）
３．入居者全員の“給水装置（使用開始・使用中止・使用者名義変更）届出書”
４．“解錠方法届”（様式第6号）（入口が施錠式の場合）
５．入居者全員の“公共下水道使用開始等届”（下水道有りの場合）

※３・５について空室がある場合は、給水装置所有者からの届出をすること。

私設メーターの検定有効期間満了に伴い企業団メーターに取替える。
（※故障した場合も企業団メーターに取替える。）

給水装置管理者は、申請内容に変更があるときは、“申請事項変更届”（様式第7号）を提出する。
給水装置所有者は、認定を取り消す場合は、“個別計量集合住宅認定取消届”（様式第8号）を提出する。
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　・当該建築物の給水装置は、直結式であること。
　・奈良県広域水道企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の用水供給に関する条例に基づく給水装置設置工事に係る
　 手続きを行い、承認を得たもの。
　・奈良県広域水道企業団給水装置工事施行基準に基づく材質及び構造であること。
　・私設メーターについては、奈良県広域水道企業団生駒事務所のメーターと同一規格、かつ検定満了期間内のもので、正常に
    作動していること。
　・施錠式の集合住宅を含め、個別のメーター計量、開閉栓、メーター取替等の業務が支障なく行えること。
　・管理用メーターを経由する蛇口についてはすべてメーターで計量できること。
　※上記基準を満たすために改造工事を行う場合は、個別計量集合住宅認定の申請について事前に協議すること。
　    なお、個別計量集合住宅の認定申請手続きは、工事竣工検査後に行う。

・計量は、約2カ月ごとに実施し、この計量結果に基づく水道料金等を個別計量集合住宅の各水道使用者に請求する。
・管理用メーターで計量した使用水量と各戸等メーターで計量した使用水量の総和との差が管理用メーターで計量した使用水量の１００分の８を
　超えるときは、企業長は、当該使用水量の差を管理用メーターで算定した水道料金等相当分として給水装置所有者に請求する。

・給水装置所有者は、給水装置管理者を兼ねることができる。
・給水装置管理者を変更した時は　“給水装置管理者選任（変更）届”　により企業長に届け出なければならない。
・給水装置管理者は、各入居者が転入、転出する際に、水道の使用開始又は中止等の届出に協力すること。
・給水装置管理者は、名義変更などの異動がある場合についても同様の取扱いとする。
　（※各入居者の水道使用開始日又は中止日、氏名等の届出に必要な事項について把握しておくこと）
・水道料金等の精算事務に協力すること。
・給水装置管理者は、給水装置、管理用メーター及び市計量メーターについて維持管理しなければならない。
・給水装置管理者は、給水装置に漏水等の異常があるときは直ちに必要な措置を講じること。

・各入居者が水道料金等を納入期限までに納付しない時は、企業長は当該入居者に対する給水を停止することができる。
・共同設備、散水栓等部分及び管理用メーターとの差水量に係る水道料金等を給水装置所有者が納入期限までに納付しないときは、
　企業長は、給水装置所有者に対して給水を停止することができる。また、この場合は個別計量集合住宅の認定を取り消すことができる。
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契約締結後、適用開始する際に、企業長が各戸等の検針を実施。
※適用開始にあたり、従前の管理用メーターの使用中止に係る給水装置届出書を提出し精算すること。

※個別計量への移行により計量日に変更が生じる場合があるため、適用開始日を決定する際は、

契約締結時に双方で必ず協議すること。
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